
２
０
２
０
年
９
月
議

会
最
終
日
に
、
田
中
義

幸
、
廣
瀬
公
彦
、
石
原

浩
二
各
議
員
よ
り
議
員

報
酬
１
年
間
の
減
額
条

例
案
が
出
さ
れ
た
が
、

賛
成
３
反
対
12
で
否
決

さ
れ
た
。

理
由新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症

に
よ
り
日
本
の
経
済
が

大
打
撃
を
受
け
、
国
民

生
活
が
被
ヘ
イ
す
る
中
、

市
議
会
と
し
て
も
痛
み

を
共
有
す
る
改
革
を
行

う
た
め
。

減
額報

酬
の
１
割

期
間２

０
２
０
年
10
月
１

日
よ
り
２
０
２
１
年
９

月
30
日
ま
で
の
１
年
間

採
決
方
法

無
記
名
投
票

嘉
穂
柳
ヶ
谷
、
嘉
穂
中
益
、

嘉
穂
野
添
各
集
会
所
は
、
利
用

者
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
解
体

撤
去
す
る
議
案
。

現
在
桑
野
辺
地
で
は
、
交
通

通
信
施
設
（
市
道
山
瀬
川
・
横

井
線
）
の
整
備
計
画
が
上
が
っ

て
い
る
が
、
こ
の
地
区
に
飲
用

水
供
給
施
設
（
井
戸
掘
削
に
よ

る
飲
用
水
確
保
）
計
画
を
追
加

す
る
議
案
。

１
４
５
万
２
千
円

上
山
田
蛭
子
地
区
の
法
面
が

崩
れ
民
間
車
庫
に
流
出
し
た
た

め
、
土
砂
撤
去
と
車
庫
解
体
等

の
応
急
工
事
を
し
た
。

６
３
７
万
円

学
童
保
育
３
箇
所
の
遊
戯
室

等
に
エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
た
。

専
決
議
案
。

説
明

専
決
と
は
、
地
方
自
治

法
１
７
９
条
に
基
づ
き
議
会
の

承
認
を
得
ず
に
予
算
を
執
行
す

る
こ
と
。

欠
員
の
補
充
と
、
12
月
31
日

で
任
期
満
了
に
な
る
た
め
次
の

方
を
推
薦
す
る
。

再
推
薦

山
田
惠
子
氏
（
上
山
田
）

新
規
推
薦

有
田
芳
行
氏
（
嘉
穂
上
西
郷
）

古
川

宏
氏
（
稲
築
鴨
生
）

田
中
義
文
氏
（
嘉
穂
才
田
）

全
会
一
致
同
意

時
期

２
０
２
０
年
４
月
17
日

場
所

下
山
田
２
８
４
番
地
18

概
要

公
用
車
が
方
向
転
換
し

よ
う
と
し
て
、
左
後
方
部
を
家

屋
に
接
触
さ
せ
た
。

過
失

１
０
０
％
市
の
過
失

賠
償

11
万
円

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
悪
化
し
て
い
る
地
方

財
源
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書

地
方
自
治
体
の
財
源
確
保
を

求
め
る
も
の
で
、
議
会
運
営
委

員
会
よ
り
出
さ
れ
た
。

・
「
永
久
劣
後
ロ
ー
ン
」
融
資

制
度
の
創
設
を
求
め
る
意
見
書

企
業
へ
の
ロ
ー
ン
返
済
を
実

質
金
利
だ
け
に
す
る
も
の
。

質

市
の
独
自
支
援
策
で
あ
る

水
道
料
金
の
半
額
免
除
・
半
年

間
に
つ
い
て
、
予
算
は
ど
の
会

計
か
ら
拠
出
す
る
の
か
。

大
村
企
画
財
政
課
長

水
道
事

業
か
ら
負
担
す
る
の
か
、
政
策

判
断
と
し
て
一
般
会
計
か
ら
す

る
の
か
今
後
協
議
す
る
。

質

一
般
会
計
か
ら
と
す
れ
ば
、

水
道
を
利
用
し
て
い
な
い
１
２

０
０
世
帯
３
７
０
０
人
の
市
民

は
全
く
関
係
の
な
い
話
で
、
不

公
平
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
世

帯
に
は
、
電
気
代
補
填
を
す
る

よ
う
な
政
策
を
す
べ
き
だ
。

赤
間
市
長

不
公
平
と
言
わ
れ

れ
ば
そ
の
通
り
と
思
う
。
過
去

の
事
例
を
調
べ
検
討
す
る
。

質

管
理
が
で
き
て
い
な
い
空

地
に
つ
い
て
、
行
政
に
よ
る
代

執
行
が
で
き
な
い
か
。

溝
口
環
境
課
長

空
地
を
放
置

す
る
こ
と
で
民
法
７
１
７
条
に

該
当
す
る
場
合
は
、
環
境
美
化

条
例
に
基
づ
き
代
執
行
の
対
象

に
な
り
得
る
。

質

廃
掃
法
第
16
条
２
項
は
野

焼
の
禁
止
だ
が
、
全
て
そ
う
な

る
の
か
。

環
境
課
長

野
焼
は
廃
掃
法
で

禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

風
俗
慣
習
、
宗
教
上
の
行
事
、

農
業
・
林
業
・
漁
業
を
営
む
た

め
や
む
を
得
な
い
場
合
や
日
常

生
活
を
営
む
上
で
軽
微
な
も
の

は
、
例
外
に
な
っ
て
い
る
。

質

軽
微
な
も
の
と
い
う
の
が

分
か
り
に
く
い
。
実
例
を
示
す

べ
き
だ
。
ま
た
、
野
焼
は
犯
罪

行
為
で
、
５
年
以
下
及
び
１
千

万
円
以
下
の
罰
金
だ
。
直
接
警

察
署
が
取
締
る
刑
事
事
件
で
あ

る
。
ド
ラ
ム
缶
を
設
置
し
て
、

家
庭
ゴ
ミ
や
木
材
等
を
燃
や
し

て
い
る
。
地
球
温
暖
化
に
つ
な

が
る
し
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
も
発

生
す
る
。
こ
の
よ
う
に
環
境
汚

染
す
る
こ
と
を
、
市
民
に
周
知

さ
せ
る
べ
き
だ
。

環
境
課
長

例
外
的
に
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
市
民
に
分
か

り
や
す
く
公
報
し
て
い
く
。

赤
間
市
長

市
民
に
理
解
し
て

も
ら
え
る
よ
う
、
啓
発
し
て
い

き
た
い
。

質

宗
像
市
は
相
続
財
産
管
理

人
制
度
を
適
用
し
て
い
る
が
、

ど
う
評
価
し
て
い
る
か
。

防
災
課
長

こ
の
制
度
は
、
事

前
に
予
納
金
を
支
払
い
、
空
家

の
敷
地
が
売
却
で
き
れ
ば
維
持

管
理
や
相
続
財
産
管
理
人
へ
の

報
酬
が
支
払
え
る
と
い
う
も
の

だ
。
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
予

納
金
が
戻
っ
て
こ
な
い
。
今
後

検
討
す
る
。

※
他
に
河
川
の
浚
渫
、
樹
木
の

伐
採
、
公
共
交
通
政
策
を
質
問
。
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